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銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

第
一
条

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
第
四
号
の
二
中
「
第
十
条
第
二
項
第
二
号
の
二
に
規
定
す
る
場
所
」
を
「
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
射
撃
に
つ
い
て

危
害
予
防
上
必
要
な
措
置
が
執
ら
れ
て
い
る
場
所
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
「
ク
ロ
ス
ボ
ウ
射
撃
場
」
と
い

う
。
）
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
の
九
中
「
第
十
条
第
二
項
第
二
号
の
二
に
規
定
す
る
場
所
」
を
「
ク
ロ
ス
ボ
ウ
射
撃
場
」

に
改
め
る
。

第
三
条
の
十
三
中
「
何
人
も
」
の
下
に
「
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
を
除
い
て
は
」
を
、
「
供
さ
れ
る

乗
物
」
の
下
に
「
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
道
路
等
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
「
こ
れ
ら
の
場
所
（
銃
砲
で
射
撃
を
行

う
施
設
（
以
下
「
射
撃
場
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
乗
物
に
お

い
て
拳
銃
等
」
を
「
道
路
等
に
お
い
て
銃
砲
等
」
に
改
め
、
同
条
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
条
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

法
令
に
基
づ
き
職
務
の
た
め
銃
砲
等
を
所
持
す
る
者
が
そ
の
職
務
を
遂
行
す
る
に
当
た
つ
て
当
該
銃
砲
等
を
発
射
す

る
場
合

二

指
定
射
撃
場
、
教
習
射
撃
場
若
し
く
は
練
習
射
撃
場
に
お
い
て
、
そ
の
指
定
射
撃
場
、
教
習
射
撃
場
若
し
く
は
練
習
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射
撃
場
の
指
定
に
係
る
種
類
の
銃
砲
で
射
撃
を
す
る
場
合
又
は
銃
砲
で
射
撃
を
行
う
施
設
（
以
下
「
射
撃
場
」
と
い

う
。
）
（
指
定
射
撃
場
、
教
習
射
撃
場
及
び
練
習
射
撃
場
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
に
お
い
て

銃
砲
で
射
撃
を
す
る
場
合

三

ク
ロ
ス
ボ
ウ
射
撃
場
に
お
い
て
ク
ロ
ス
ボ
ウ
で
射
撃
を
す
る
場
合

四

次
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
狩
猟
又
は
有
害
鳥
獣
駆
除
の
用
途
に
供
す
る
た
め
猟
銃
若
し
く
は
空
気
銃
又
は

ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
所
持
の
許
可
を
受
け
た
者
が
、
当
該
用
途
（
有
害
鳥
獣
駆
除
の
用
途
に
あ
つ
て
は
、
政
令
で
定
め
る
有

害
鳥
獣
駆
除
（
次
号
及
び
第
六
号
に
お
い
て
「
特
定
有
害
鳥
獣
駆
除
」
と
い
う
。
）
以
外
の
有
害
鳥
獣
駆
除
（
第
十
条

第
二
項
第
一
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
「
一
般
有
害
鳥
獣
駆
除
」
と
い
う
。
）
の
用
途
に
限
る
。
）
に
供
す
る
た
め
、

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
ら
を
使
用
し
て
鳥
獣
の
捕
獲
等

（
捕
獲
又
は
殺
傷
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
す
る
場
合
。
た
だ
し
、
許
可
に
係
る
猟
銃
が
ラ
イ
フ
ル
銃
（
銃
腔
に
腔

こ
う

旋
を
有
す
る
猟
銃
で
腔
旋
を
有
す
る
部
分
が
銃
腔
の
長
さ
の
半
分
を
超
え
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
場

合
に
お
い
て
、
第
五
条
の
二
第
四
項
第
一
号
ロ
に
該
当
す
る
者
と
し
て
当
該
ラ
イ
フ
ル
銃
の
所
持
の
許
可
を
受
け
た
者

に
あ
つ
て
は
、
事
業
に
対
す
る
被
害
を
防
止
す
る
た
め
に
獣
類
の
捕
獲
等
を
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
限
る
。
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五

次
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
有
害
鳥
獣
駆
除
、
人
命
救
助
、
動
物
麻
酔
又
は
道
路
等
に
向
か
つ

て
若
し
く
は
道
路
等
（
射
撃
場
を
除
く
。
）
に
お
い
て
銃
砲
を
発
射
す
る
必
要
が
あ
る
産
業
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も

の
（
第
七
号
及
び
第
三
十
一
条
の
十
一
第
一
項
第
三
号
ロ
に
お
い
て
「
特
定
銃
砲
使
用
産
業
」
と
い
う
。
）
の
用
途
に

供
す
る
た
め
必
要
な
銃
砲
の
所
持
の
許
可
を
受
け
た
者
が
、
当
該
用
途
（
有
害
鳥
獣
駆
除
の
用
途
に
あ
つ
て
は
、
特
定

有
害
鳥
獣
駆
除
の
用
途
に
限
る
。
）
に
供
す
る
た
め
、
当
該
許
可
に
係
る
銃
砲
を
使
用
す
る
場
合

六

次
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
の
二
の
規
定
に
よ
り
有
害
鳥
獣
駆
除
、
動
物
麻
酔
又
は
道
路
等
に
向
か
つ
て
若
し

く
は
道
路
等
（
ク
ロ
ス
ボ
ウ
射
撃
場
を
除
く
。
）
に
お
い
て
ク
ロ
ス
ボ
ウ
を
発
射
す
る
必
要
が
あ
る
産
業
と
し
て
政
令

で
定
め
る
も
の
（
次
号
及
び
第
三
十
一
条
の
十
一
第
一
項
第
三
号
ハ
に
お
い
て
「
特
定
ク
ロ
ス
ボ
ウ
使
用
産
業
」
と
い

う
。
）
の
用
途
に
供
す
る
た
め
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
所
持
の
許
可
を
受
け
た
者
が
、
当
該
用
途
（
有
害
鳥
獣
駆
除
の
用
途
に

あ
つ
て
は
、
特
定
有
害
鳥
獣
駆
除
の
用
途
に
限
る
。
）
に
供
す
る
た
め
、
当
該
許
可
に
係
る
ク
ロ
ス
ボ
ウ
を
使
用
す
る

場
合

七

次
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
二
号
の
二
の
規
定
に
よ
り
人
命
救
助
、
動
物
麻
酔
、
特
定
銃
砲
使
用
産
業
又
は
特
定
ク

ロ
ス
ボ
ウ
使
用
産
業
の
用
途
に
供
す
る
た
め
必
要
な
銃
砲
等
の
所
持
の
許
可
を
受
け
た
者
の
監
督
の
下
に
人
命
救
助
、
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動
物
麻
酔
、
特
定
銃
砲
使
用
産
業
又
は
特
定
ク
ロ
ス
ボ
ウ
使
用
産
業
の
作
業
に
従
事
す
る
者
（
第
三
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
当
該
許
可
を
受
け
た
者
が
届
け
出
た
者
に
限
る
。
）
が
、
当
該
許
可
に
係
る
銃
砲
等
を
当
該
許
可
を
受
け
た
者

の
指
示
に
基
づ
い
て
業
務
上
使
用
す
る
場
合

第
四
条
第
一
項
第
一
号
中
「
空
気
拳
銃
を
除
く
」
の
下
に
「
。
第
三
十
一
条
の
十
一
第
一
項
第
三
号
イ
に
お
い
て
同
じ
」

を
加
え
、
同
項
第
二
号
中
「
、
救
命
用
信
号
銃
」
を
「
若
し
く
は
救
命
用
信
号
銃
」
に
、
「
、
捕
鯨
用
標
識
銃
」
を
「
若
し

く
は
捕
鯨
用
標
識
銃
」
に
、
「
、
建
設
用
綱
索
発
射
銃
」
を
「
若
し
く
は
建
設
用
綱
索
発
射
銃
」
に
改
め
る
。

第
五
条
の
二
第
四
項
中
「
（
銃
腔
に
腔
旋
を
有
す
る
猟
銃
で
腔
旋
を
有
す
る
部
分
が
銃
腔
の
長
さ
の
半
分
を
超
え
る
も
の

こ
う

こ
う

こ
う

こ
う

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
削
り
、
同
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

狩
猟
又
は
有
害
鳥
獣
駆
除
の
用
途
に
供
す
る
た
め
ラ
イ
フ
ル
銃
を
所
持
し
よ
う
と
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
者

イ

ラ
イ
フ
ル
銃
に
よ
る
獣
類
の
捕
獲
等
を
職
業
と
す
る
者
（
ハ
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）

ロ

事
業
に
対
す
る
被
害
を
防
止
す
る
た
め
ラ
イ
フ
ル
銃
に
よ
る
獣
類
の
捕
獲
等
を
必
要
と
す
る
者
（
イ
又
は
ハ
に
該

当
す
る
者
を
除
く
。
）
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ハ

継
続
し
て
十
年
以
上
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
猟
銃
の
所
持
の
許
可
を
受
け
て
い
る
者

第
五
条
の
二
第
五
項
中
「
前
項
第
一
号
」
を
「
前
項
第
一
号
ハ
」
に
、
「
同
号
中
」
を
「
同
号
ハ
中
」
に
改
め
る
。

第
九
条
の
十
六
第
一
項
中
「
次
条
第
二
項
第
二
号
の
二
に
規
定
す
る
場
所
」
を
「
ク
ロ
ス
ボ
ウ
射
撃
場
」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
二
項
第
一
号
中
「
（
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
「
当
該
用
途
」
の
下
に
「
（
有
害
鳥
獣
駆

除
の
用
途
に
あ
つ
て
は
、
一
般
有
害
鳥
獣
駆
除
の
用
途
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
「
捕
獲
又
は
殺
傷
」
を
「
捕
獲
等
」
に
改

め
、
同
号
た
だ
し
書
中
「
銃
砲
」
を
「
猟
銃
」
に
、
「
、
事
業
に
対
す
る
被
害
を
防
止
す
る
た
め
」
を
「
、
第
五
条
の
二
第

四
項
第
一
号
ロ
に
該
当
す
る
者
と
し
て
」
に
、
「
当
該
事
業
」
を
「
事
業
」
に
、
「
捕
獲
」
を
「
捕
獲
等
」
に
改
め
、
同
項

第
二
号
の
二
中
「
危
害
予
防
上
必
要
な
措
置
が
執
ら
れ
て
い
る
場
所
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
」
を
「
ク
ロ
ス
ボ
ウ

射
撃
場
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
第
四
条
」
を
「
前
三
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
第
四
条
」
に
改
め
、
「
（
前
三
号

に
規
定
す
る
者
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
「
用
途
」
の
下
に
「
（
狩
猟
、
一
般
有
害
鳥
獣
駆
除
及
び
標
的
射
撃
の
用
途
を
除

く
。
）
」
を
加
え
る
。

第
十
一
条
第
一
項
第
五
号
中
「
第
五
条
の
二
第
四
項
第
一
号
に
該
当
す
る
こ
と
に
よ
り
」
を
「
第
五
条
の
二
第
四
項
第
一

号
イ
又
は
ロ
の
規
定
に
該
当
す
る
者
と
し
て
」
に
、
「
同
号
」
を
「
当
該
規
定
」
に
改
め
る
。
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第
三
十
一
条
第
一
項
中
「
場
合
に
」
を
「
と
き
（
第
三
十
一
条
の
十
一
第
一
項
第
三
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
」

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
の
違
反
行
為
」
の
下
に
「
（
拳
銃
等
の
発
射
に
係
る
も
の
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
」
を
加
え
る
。

第
三
十
一
条
の
二
第
一
項
中
「
場
合
に
」
を
「
と
き
」
に
改
め
る
。

第
三
十
一
条
の
三
第
一
項
中
「
所
持
し
た
場
合
に
」
を
「
所
持
し
、
又
は
人
の
生
命
、
身
体
若
し
く
は
財
産
を
害
す
る
目

的
で
同
項
の
規
定
に
違
反
し
て
銃
砲
等
（
拳
銃
等
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
、
第
三
十
一
条
の
五
及
び
第
三
十
一
条
の
六
に
お

い
て
同
じ
。
）
を
所
持
し
た
と
き
」
に
、
「
の
数
」
を
「
及
び
銃
砲
等
の
合
計
数
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
で
、
当
該

違
反
行
為
に
係
る
拳
銃
等
を
、
当
該
拳
銃
等
に
適
合
す
る
実
包
又
は
当
該
拳
銃
等
に
適
合
す
る
金
属
性
弾
丸
及
び
火
薬
と
共

に
携
帯
し
、
運
搬
し
、
又
は
保
管
し
た
も
の
」
を
「
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
違
反
行
為
を

し
た
者
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

当
該
違
反
行
為
に
係
る
装
薬
銃
砲
を
、
当
該
装
薬
銃
砲
に
適
合
す
る
実
包
又
は
当
該
装
薬
銃
砲
に
適
合
す
る
金
属
性

弾
丸
及
び
火
薬
と
共
に
携
帯
し
、
運
搬
し
、
又
は
保
管
し
た
と
き
。

二

当
該
違
反
行
為
に
係
る
空
気
銃
を
、
当
該
空
気
銃
に
適
合
す
る
金
属
性
弾
丸
と
共
に
携
帯
し
、
運
搬
し
、
又
は
保
管



- 7 -

し
た
と
き
。

三

当
該
違
反
行
為
に
係
る
ク
ロ
ス
ボ
ウ
を
、
当
該
ク
ロ
ス
ボ
ウ
に
適
合
す
る
矢
と
共
に
携
帯
し
、
運
搬
し
、
又
は
保
管

し
た
と
き
。

第
三
十
一
条
の
三
第
三
項
中
「
の
違
反
行
為
」
の
下
に
「
（
拳
銃
等
の
所
持
に
係
る
も
の
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
」
を
加
え
、
同
項
第
三
号
中
「
前
項
」
の
下
に
「
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
」
を
加
え
る
。

第
三
十
一
条
の
四
第
一
項
中
「
場
合
に
」
を
「
と
き
」
に
改
め
る
。

第
三
十
一
条
の
五
中
「
違
反
し
て
拳
銃
等
を
」
の
下
に
「
所
持
し
、
又
は
人
の
生
命
、
身
体
若
し
く
は
財
産
を
害
す
る
目

的
で
同
項
の
規
定
に
違
反
し
て
銃
砲
等
を
」
を
、
「
が
当
該
拳
銃
等
」
及
び
「
、
当
該
拳
銃
等
」
の
下
に
「
又
は
銃
砲
等
」

を
加
え
る
。

第
三
十
一
条
の
六
中
「
拳
銃
等
」
の
下
に
「
又
は
銃
砲
等
」
を
加
え
、
「
場
合
に
」
を
「
と
き
（
銃
砲
等
の
所
持
に
つ
い

て
許
可
を
受
け
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
人
の
生
命
、
身
体
又
は
財
産
を
害
す
る
目
的
で
当
該
銃
砲
等
を
所
持
す
る
た
め
に
許

可
を
受
け
た
と
き
に
限
る
。
）
」
に
改
め
る
。

第
三
十
一
条
の
七
第
一
項
、
第
三
十
一
条
の
八
及
び
第
三
十
一
条
の
九
第
一
項
中
「
場
合
に
」
を
「
と
き
」
に
改
め
る
。
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第
三
十
一
条
の
十
一
第
一
項
第
一
号
中
「
と
き
」
の
下
に
「
（
第
三
十
一
条
の
三
第
一
項
に
該
当
す
る
場
合
を
除

く
。
）
」
を
加
え
、
同
項
第
三
号
中
「
と
き
」
の
下
に
「
（
第
三
十
一
条
の
六
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、

同
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

第
三
条
の
十
三
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
（
次
に
掲
げ
る
場
合
に
限
る
。
）
。

イ

狩
猟
又
は
有
害
鳥
獣
駆
除
の
用
途
に
供
す
る
た
め
に
猟
銃
若
し
く
は
空
気
銃
又
は
ク
ロ
ス
ボ
ウ
を
発
射
し
た
場
合

ロ

人
命
救
助
、
動
物
麻
酔
又
は
特
定
銃
砲
使
用
産
業
の
用
途
に
供
す
る
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
、
救
命
索
発
射
銃
若
し

く
は
救
命
用
信
号
銃
、
麻
酔
銃
又
は
第
四
条
第
一
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
銃
砲
の
う
ち
当
該
特
定
銃
砲
使
用
産

業
の
用
途
に
供
す
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
発
射
し
た
場
合

ハ

動
物
麻
酔
又
は
特
定
ク
ロ
ス
ボ
ウ
使
用
産
業
の
用
途
に
供
す
る
た
め
に
ク
ロ
ス
ボ
ウ
を
発
射
し
た
場
合

第
三
十
一
条
の
十
二
、
第
三
十
一
条
の
十
三
及
び
第
三
十
一
条
の
十
五
中
「
場
合
に
」
を
「
と
き
」
に
改
め
る
。

第
三
十
一
条
の
十
六
第
一
項
第
一
号
中
「
と
き
」
の
下
に
「
（
第
三
十
一
条
の
三
第
一
項
に
該
当
す
る
場
合
を
除

く
。
）
」
を
加
え
、
同
項
第
四
号
中
「
と
き
」
の
下
に
「
（
第
三
十
一
条
の
六
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
」
を
加
え

る
。
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第
三
十
一
条
の
十
七
第
一
項
及
び
第
三
十
一
条
の
十
八
第
一
項
中
「
場
合
に
」
を
「
と
き
」
に
改
め
る
。

第
三
十
二
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七

第
三
十
一
条
の
三
の
罪
に
当
た
る
行
為
を
、
公
然
、
あ
お
り
、
又
は
唆
し
た
と
き
。

第
二
条

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
銃
砲
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
物
を
い
う
。

一

装
薬
銃
砲
（
拳
銃
、
小
銃
、
機
関
銃
、
猟
銃
そ
の
他
火
薬
を
使
用
し
て
金
属
性
弾
丸
を
発
射
す
る
機
能
を
有
す
る
銃

又
は
砲
の
う
ち
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
測
定
し
た
金
属
性
弾
丸
の
運
動
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
値
が
、
人
の
生

命
に
危
険
を
及
ぼ
し
得
る
も
の
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
値
以
上
と
な
る
も
の
を
い
う
。
第
三
条
の
四
及
び
第
三
十

一
条
の
三
第
二
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

二

空
気
銃
（
圧
縮
し
た
気
体
を
使
用
し
て
金
属
性
弾
丸
を
発
射
す
る
機
能
を
有
す
る
銃
の
う
ち
、
内
閣
府
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
測
定
し
た
金
属
性
弾
丸
の
運
動
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
値
が
、
人
の
生
命
に
危
険
を
及
ぼ
し
得
る
も
の
と
し
て

内
閣
府
令
で
定
め
る
値
以
上
と
な
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
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三

電
磁
石
銃
（
電
磁
石
の
磁
力
に
よ
り
金
属
性
弾
丸
を
発
射
す
る
機
能
を
有
す
る
銃
の
う
ち
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
測
定
し
た
金
属
性
弾
丸
の
運
動
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
値
が
、
人
の
生
命
に
危
険
を
及
ぼ
し
得
る
も
の
と
し
て
内

閣
府
令
で
定
め
る
値
以
上
と
な
る
も
の
を
い
う
。
第
三
十
一
条
の
三
第
二
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

第
三
条
の
四
中
「
、
機
関
銃
又
は
砲
」
を
「
若
し
く
は
機
関
銃
又
は
砲
（
装
薬
銃
砲
で
あ
つ
て
、
武
器
等
製
造
法
第
二
条

第
一
項
に
規
定
す
る
武
器
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
」
に
改
め
る
。

第
三
条
の
十
三
第
四
号
た
だ
し
書
中
「
半
分
を
超
え
る
」
を
「
五
分
の
一
以
上
で
あ
る
」
に
改
め
る
。

第
十
条
の
八
第
一
項
中
「
第
四
条
第
一
項
第
一
号
」
の
下
に
「
又
は
第
四
号
」
を
、
「
第
十
条
の
五
第
一
項
第
一
号
」
の

下
に
「
か
ら
第
三
号
ま
で
」
を
加
え
る
。

第
十
一
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
許
可
の
取
消
し
等
）
」
を
付
し
、
同
条
第
五
項
中
「
三

年
」
を
「
二
年
」
に
改
め
、
「
用
途
」
の
下
に
「
（
当
該
許
可
に
係
る
用
途
が
二
以
上
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
全

部
又
は
一
部
）
」
を
加
え
、
「
そ
の
許
可
を
取
り
消
す
」
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
従
い
、
当
該
各
号
に
定

め
る
処
分
を
す
る
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

当
該
許
可
に
係
る
用
途
（
当
該
許
可
に
係
る
用
途
が
二
以
上
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
全
部
）
に
供
し
て
い
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な
い
と
認
め
る
場
合

当
該
許
可
を
取
り
消
す
こ
と
。

二

当
該
許
可
に
係
る
用
途
が
二
以
上
で
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
そ
の
一
部
に
供
し
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き

当
該
許

可
を
、
当
該
一
部
の
用
途
が
当
該
許
可
に
係
る
用
途
に
含
ま
れ
な
い
も
の
に
変
更
す
る
こ
と
。

第
十
一
条
の
二
に
見
出
し
と
し
て
「
（
拳
銃
部
品
の
仮
領
置
）
」
を
付
す
る
。

第
十
三
条
の
二
中
「
を
受
け
た
者
若
し
く
は
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
第
五
条
（
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
を
除
く
。
）
及

び
第
五
条
の
二
（
第
一
項
及
び
第
七
項
を
除
く
。
）
の
許
可
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
、
又
は
年
少
射
撃
資
格
者

若
し
く
は
年
少
射
撃
資
格
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
第
九
条
の
十
三
第
一
項
（
第
二
号
を
除
く
。
）
の
年
少
射
撃
資

格
の
認
定
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
調
査
す
る
た
め
」
を
「
又
は
年
少
射
撃
資
格
の
認
定
に
関
す
る
事
務
の
処

理
に
関
し
」
に
改
め
る
。

第
三
十
一
条
の
三
第
二
項
第
二
号
中
「
空
気
銃
」
の
下
に
「
又
は
電
磁
石
銃
」
を
加
え
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
九
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
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た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

附
則
第
十
四
条
の
規
定

公
布
の
日

二

第
一
条
の
規
定
並
び
に
附
則
第
十
五
条
及
び
第
十
六
条
の
規
定

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
経
過
し
た
日

（
特
定
電
磁
石
銃
所
持
者
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
電
磁
石
銃
（
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
（
以
下

「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
電
磁
石
銃
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
所
持

し
て
い
る
者
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
特
定
電
磁
石
銃
所
持
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法

律
の
施
行
の
日
（
附
則
第
四
条
及
び
第
五
条
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で

の
間
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
経
過
期
間
」
と
い
う
。
）
（
特
定
電
磁
石
銃
所
持
者
が
経
過
期
間
内
に

特
定
電
磁
石
銃
（
特
定
電
磁
石
銃
所
持
者
が
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
所
持
し
て
い
る
電
磁
石
銃
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
に
つ
い
て
、
新
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
当
該
特
定
電
磁
石
銃
の
所
持
の
許
可
の
申
請
を
し
た
と
き
は
、
当
該
申
請

を
し
た
時
ま
で
の
間
）
は
、
当
該
特
定
電
磁
石
銃
に
関
す
る
限
り
、
新
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
当
該
特
定
電
磁
石
銃
所
持
者
の
従
業
者
（
そ
の
職
務
上
当
該
特
定
電
磁
石
銃
を
所
持
し
て
い
る
場
合
に
限
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る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

２

特
定
電
磁
石
銃
所
持
者
か
ら
特
定
電
磁
石
銃
に
つ
い
て
輸
出
又
は
廃
棄
の
取
扱
い
を
委
託
さ
れ
た
者
で
当
該
特
定
電
磁
石

銃
を
そ
れ
ぞ
れ
輸
出
又
は
廃
棄
の
た
め
所
持
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
経
過
期
間
は
、
当
該
特
定
電
磁
石
銃
に
関
す
る
限

り
、
新
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
者
の
従
業
者
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す

る
。

３

前
二
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
新
法
第
十
条
第
一
項
、
第
二
項
、
第
四
項
及
び
第
五
項
、
第
十
条
の
四
、
第
十
条
の
六
第

一
項
、
第
二
十
一
条
の
二
第
二
項
、
第
二
十
三
条
の
二
並
び
に
第
二
十
六
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
五
項
の
規
定
は
、
前

二
項
に
規
定
す
る
者
が
特
定
電
磁
石
銃
を
所
持
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
新
法
第
十
条
第
一

項
中
「
そ
れ
ぞ
れ
当
該
許
可
に
係
る
用
途
に
供
す
る
場
合
そ
の
他
正
当
な
理
由
」
と
あ
る
の
は
「
正
当
な
理
由
」
と
、
同
条

第
二
項
中
「
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
を
除
い
て
は
、
」
と
あ
る
の
は
「
は
、
」
と
、
同
条
第
四
項
及

び
第
五
項
中
「
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
当
該
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
」
と
、
新
法
第
十
条
の

四
第
一
項
中
「
次
条
、
第
十
条
の
八
又
は
第
十
条
の
八
の
二
の
規
定
に
よ
り
保
管
の
委
託
を
す
る
場
合
そ
の
他
正
当
な
理

由
」
と
あ
る
の
は
「
正
当
な
理
由
」
と
、
新
法
第
十
条
の
六
第
一
項
中
「
第
十
条
の
四
又
は
第
十
条
の
五
」
と
あ
る
の
は
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「
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第

号
。
第
二
十
一
条
の
二
第
二
項
に
お

い
て
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
条
の
四
」
と
、
「
こ
れ
ら
」
と
あ
る
の
は

「
同
条
」
と
、
新
法
第
二
十
一
条
の
二
第
二
項
中
「
第
三
条
の
七
の
規
定
に
よ
り
譲
渡
し
又
は
貸
付
け
が
禁
止
さ
れ
る
場
合

の
ほ
か
」
と
あ
る
の
は
「
改
正
法
附
則
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
電
磁
石
銃
に
つ
い
て
輸
出
又
は
廃
棄
の
取
扱
い
を

委
託
す
る
場
合
を
除
き
」
と
、
「
、
第
四
号
の
六
、
第
四
号
の
七
、
第
八
号
、
第
十
二
号
若
し
く
は
第
十
四
号
に
該
当
す

る
」
と
あ
る
の
は
「
に
該
当
す
る
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
特
定
電
磁
石
銃
の
所
持
の
許
可
の
申
請
を
し
た
者
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条

経
過
期
間
内
に
特
定
電
磁
石
銃
に
つ
い
て
新
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
を
し
た
特
定
電
磁
石
銃
所
持
者

に
つ
い
て
は
、
当
該
申
請
に
係
る
処
分
が
行
わ
れ
る
ま
で
の
間
は
、
当
該
申
請
を
し
た
時
に
お
い
て
、
当
該
特
定
電
磁
石
銃

に
つ
い
て
当
該
申
請
に
係
る
用
途
に
応
じ
た
同
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

新
法
第
四
条
の
四
第
一
項
、
第
七
条
第
一
項
並
び
に
第
二
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

２

新
法
第
十
一
条
第
九
項
、
第
十
項
及
び
第
十
二
項
の
規
定
は
、
都
道
府
県
公
安
委
員
会
が
前
項
の
申
請
に
つ
い
て
不
許
可

の
処
分
を
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
申
請
を
し
た
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
十
項
中
「
前
二
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項
」
と
あ
る
の
は
「
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第

号
。
第
十
二
項
に

お
い
て
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
項
」
と
、
同
条
第
十
二
項
中
「
第
八
項
又
は

第
九
項
」
と
あ
る
の
は
「
改
正
法
附
則
第
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
九
項
」
と
、
「
同
条
第
九
項
」
と
あ
る
の
は

「
第
八
条
第
九
項
」
と
、
「
許
可
が
取
り
消
さ
れ
た
日
」
と
あ
る
の
は
「
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
令
和
六
年
法
律
第

号
）
附
則
第
三
条
第
一
項
の
申
請
に
つ
い
て
不
許
可
の
処
分
を
受
け
た
日
」
と
、
「
第
十

一
条
第
十
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
一
条
第
十
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
ラ
イ
フ
ル
銃
の
所
持
の
許
可
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
（
以
下
こ
の
条
及
び
次

条
に
お
い
て
「
旧
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
猟
銃
の
所
持
の
許
可
を
受
け
て
い
る
者
の
う

ち
、
当
該
許
可
に
係
る
猟
銃
が
新
法
第
三
条
の
十
三
第
四
号
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
ラ
イ
フ
ル
銃
（
旧
法
第
三
条
の
十
三
第

四
号
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
ラ
イ
フ
ル
銃
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
る
も
の
に
係
る
当
該
ラ
イ
フ
ル
銃
に
つ
い
て
の
所

持
の
許
可
（
こ
の
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
当
該
ラ
イ
フ
ル
銃
に
つ
い
て
の
所
持
の
許
可
が
更
新
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る

当
該
更
新
さ
れ
た
許
可
を
含
む
。
）
の
更
新
（
当
該
許
可
に
係
る
用
途
に
標
的
射
撃
が
含
ま
れ
て
い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
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は
、
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
十
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
許
可
の
更
新
の
基
準
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
許
可
の
取
消
し
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
旧
法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
て
い
る
者
（
施
行
日
以
後
引

き
続
き
二
年
以
上
当
該
許
可
に
係
る
猟
銃
若
し
く
は
空
気
銃
又
は
ク
ロ
ス
ボ
ウ
を
当
該
許
可
に
係
る
用
途
（
当
該
許
可
に
係

る
用
途
が
二
以
上
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
）
に
供
し
て
い
な
い
者
を
除
く
。
）
に
対
す
る
新
法
第

十
一
条
第
五
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
二
年
」
と
あ
る
の
は
「
三
年
」
と
、
「
全
部
又
は
一
部
」
と
あ
る

の
は
「
全
部
」
と
、
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
従
い
、
当
該
各
号
に
定
め
る
処
分
を
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
そ

の
許
可
を
取
り
消
す
」
と
す
る
。

（
罰
則
）

第
六
条

附
則
第
二
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
新
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て
特
定
電
磁
石
銃
を
発
射
し
た
者

は
、
三
年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
七
条

附
則
第
二
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
新
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者
は
、
二
年
以
下
の
拘
禁
刑
又
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は
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
八
条

附
則
第
二
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
新
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
禁
止
又
は
制
限
に
違
反
し
た
と

き
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
九
条

附
則
第
二
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
新
法
第
二
十
一
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て
特
定
電
磁
石
銃
を
譲

り
渡
し
、
又
は
貸
し
付
け
た
と
き
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
六
月
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
二
十
万
円
以
下
の
罰
金
に

処
す
る
。

第
十
条

附
則
第
六
条
か
ら
前
条
ま
で
の
罪
を
犯
し
た
者
に
は
、
情
状
に
よ
り
、
各
本
条
の
拘
禁
刑
及
び
罰
金
を
併
科
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

第
十
一
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
二
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す

る
。

一

附
則
第
二
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
新
法
第
十
条
第
四
項
若
し
く
は
第
五
項
又
は
第
十
条
の
四
第
一
項
か
ら
第
三

項
ま
で
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

二

附
則
第
二
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
新
法
第
二
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
届
出
を
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し
た
と
き
。

三

附
則
第
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
新
法
第
十
一
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
電
磁
石
銃
の
提
出
命
令
に
応
じ

な
か
っ
た
と
き
。

第
十
二
条

法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に

関
し
、
附
則
第
八
条
若
し
く
は
第
九
条
又
は
前
条
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は

人
に
対
し
て
も
、
各
本
条
の
罰
金
刑
を
科
す
る
。

（
拘
禁
刑
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
三
条

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
七
号
）
の
施
行
の
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
刑

法
施
行
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
附
則
第
六
条
か
ら
第
十
条
ま
で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ

ら
の
規
定
中
「
拘
禁
刑
」
と
あ
る
の
は
、
「
懲
役
」
と
す
る
。
刑
法
施
行
日
以
後
に
お
け
る
刑
法
施
行
日
前
に
し
た
行
為
に

対
す
る
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
十
四
条

附
則
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
（
罰
則
に
関
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す
る
経
過
措
置
を
含
む
。
）
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
十
五
条

組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
三
第
四
十
二
号
中
「
第
三
十
一
条
第
二
項
」
を
「
第
三
十
一
条
第
一
項
（
銃
砲
等
の
発
射
）
の
罪
（
拳
銃
等
の
発

射
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
、
同
条
第
二
項
」
に
、
「
、
第
三
十
一
条
の
二
第
一
項
」
を
「
若
し
く
は
第
三
十
一
条
の
二
第

一
項
」
に
、
「
、
第
三
十
一
条
の
三
第
三
項
」
を
「
の
罪
、
同
法
第
三
十
一
条
の
三
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
（
銃
砲
等
の

所
持
等
）
の
罪
（
拳
銃
等
の
所
持
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
同
条
第
三
項
」
に
、
「
に
よ
り
拳
銃
等
」
を
「
に
よ
り
銃

砲
等
」
に
、
「
第
三
十
一
条
の
十
一
第
一
項
」
を
「
第
三
十
一
条
の
十
一
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
若
し
く
は
第
四
号
」

に
、
「
又
は
第
三
十
一
条
の
十
三
」
を
「
若
し
く
は
第
三
十
一
条
の
十
三
」
に
改
め
る
。

（
犯
罪
捜
査
の
た
め
の
通
信
傍
受
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
十
六
条

犯
罪
捜
査
の
た
め
の
通
信
傍
受
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。
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別
表
第
一
第
七
号
中
「
か
ら
第
三
十
一
条
の
四
ま
で
（
け
ん
銃
等
の
発
射
、
輸
入
、
所
持
、
譲
渡
し
等
）
」
を
「
（
銃
砲

等
の
発
射
）
の
罪
（
拳
銃
等
の
発
射
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
同
法
第
三
十
一
条
の
二
（
拳
銃
等
の
輸
入
）
の
罪
、
同
法

第
三
十
一
条
の
三
（
銃
砲
等
の
所
持
等
）
の
罪
（
拳
銃
等
の
所
持
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
同
法
第
三
十
一
条
の
四

（
拳
銃
等
の
譲
渡
し
等
）
」
に
、
「
け
ん
銃
実
包
」
を
「
拳
銃
実
包
」
に
、
「
け
ん
銃
部
品
」
を
「
拳
銃
部
品
」
に
、
「
又

は
第
三
十
一
条
の
十
六
第
一
項
第
二
号
」
を
「
若
し
く
は
第
三
十
一
条
の
十
六
第
一
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。
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理

由

最
近
に
お
け
る
銃
砲
を
め
ぐ
る
情
勢
に
鑑
み
、
電
磁
石
銃
を
銃
砲
に
追
加
す
る
ほ
か
、
ラ
イ
フ
ル
銃
の
範
囲
を
拡
大
す
る
と

と
も
に
、
銃
砲
等
の
発
射
及
び
所
持
に
関
す
る
罰
則
を
強
化
す
る
等
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案

を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。


